自発的申出FAQ

※　まず初めに（申出の前に必ずお読みください。）
その１　違反行為についての自発的申出は公正取引委員会及び中小企業庁において分担して受け付けておりますので、まず、貴社がどちらの担当となる会社であるかについて、公正取引委員会に電話で確認してください。公正取引委員会の窓口については次のURLで確認できます。
＜https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/index.html＞
　　　貴社が公正取引委員会の担当となる会社である場合には、後記問２の答を参照いただき、貴社の本社を管轄している公正取引委員会の窓口に自発的申出書及び疎明資料を電子メール等の方法で提出してください。また、中小企業庁の担当となる会社である場合には、同庁の窓口を御案内いたします。

その２　支払遅延及び減額における遅延利息の計算は次に添付のチェック表を用いて計算し、疎明資料として活用するようにしてください。詳細は、問13の答を確認してください。



その３　下請事業者に委託する下請取引は、令和７年12月31日までは改正前の下請法の規定により、令和８年１月１日以降は改正後の下請法である取適法（※）の規定により扱うこととなりますが、要件を満たす自発的申出と認められるときに勧告を行わないものとする取扱いに変わりはありません。違反行為が両者の期間にわたる場合には、１つの自発的申出書の提出で構いませんが、自発的申出書及びその疎明資料には、発注日など具体的に記載して両者の区別がつくようにしてください。
　　※　以後、改正の前後を問わず「取適法」といいます。また、親事業者、下請事業者、下請取引の用語も、それぞれ委託事業者、中小受託事業者、受託取引といいます。

１　制度全般について
問１　自発的申出制度の概要を教えてください。
答　取適法違反行為をしていた委託事業者が公正取引委員会に対して自発的に違反行為を申し出た場合、委託事業者の自発的な改善措置が、中小受託事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、所要の事由が認められた場合には、勧告を行わない取扱いとする制度です。


問２　自発的申出の方法を教えてください。
答１　自発的申出を行う場合には、後記２のとおり、自発的申出書を作成し、疎明資料（自発的申出書の記載内容の裏付けとなる資料）、と併せて公正取引委員会に提出してください。
　　　提出方法は、電子データ（PDFファイル、Wordファイル等）を添付の上、電子メールで提出していただくか、郵送で提出いただいても構いません。電子メールで提出いただく場合、宛先のメールアドレスについては、「まず初めに」その１に記載の公正取引委員会の窓口にお問い合わせください。
　　　なお、電子メールの内容について問い合わせをさせていただく場合がありますので、電子メール中に連絡先及び担当者の氏名を記載してください。また、電子メールの受信容量には上限がありますので、資料が大部である場合は、「まず初めに」その１に記載の公正取引委員会の窓口にお問い合わせください。
　２　自発的申出書については、様式を問いませんが、下表の事項を記載し、各事項の疎明資料を添付してください。
	
	事項
	疎明資料（例）

	①
	貴社の名称、所在地並びに代表者の役職名及び氏名（代理人が申し出る場合は、代理人の氏名を併記）
	（代理人が申し出る場合のみ）委任状

	②
	連絡先及び担当者の氏名
	－

	③
	貴社の概要
	会社概要、パンフレット、ホームページ等

	④
	申出の経緯
	社内調査等を行った場合はその内容を示す資料、取締役会議事録の写しなど申出を行うことを決定ないし報告した社内会議資料等

	⑤
	受託取引の内容
	対象となる中小受託事業者リスト（事業者名、資本金、従業員数、受託取引の内容等が記載されたもの）等

	⑥
	自認する違反行為の内容
	取適法第５条違反の場合は契約書、発注書、納品書、請求書、支払明細等、取適法第４条違反の場合は発注書等（あらかじめ別に取引条件を記載した書面を含みます。）

	⑦
	違反行為取りやめの状況
	違反行為取りやめ後の発注書、違反行為取りやめを決定・報告等した取締役会等議事録の写しなどの社内会議資料、取りやめについて役員及び従業員並びに中小受託事業者に対して周知した周知文書（電子メール、社内電子掲示板に掲載した周知文書等）等

	⑧
	不利益回復措置の状況
	中小受託事業者に対して返還した額が分かる振込明細、対象となる中小受託事業者リスト（事業者名、違反行為、返還金額等が記載されたもの）等
（返還金額を銀行振込の方法で支払う場合、振込手数料を差し引かないよう注意してください。また、手形及び電子記録債権の方法では支払わないでください。）

	⑨
	再発防止策の状況

	取締役会議事録の写しなど再発防止策に取り組むことを決定し又は報告した社内会議資料、再発防止策について役員及び従業員並びに中小受託事業者に対して周知した文書（電子メール、社内電子掲示板に掲載した周知文書等）、社内研修で使用した資料及び参加者名簿等

	⑩
	その他参考となる事項
	内容に応じた資料



問３　公正取引委員会に直接訪問して、自発的申出の書類を提出してもよいですか。
答　自発的申出の書類は、まずは公正取引委員会に電子メールや郵送等の方法で提出してください。公正取引委員会において書類の内容を確認した上で、必要に応じて書類の追完や直接の説明をお願いすることにしております。

問４　定期書面調査の回答の別紙に自発的申出の内容を記載した場合、自発的申出の取扱いになりますか。
答　自発的申出の取扱いにはなりません。定期書面調査の回答と自発的申出は別の制度であることから、自発的申出を行う場合には、定期書面調査の回答とは別に自発的申出書及び疎明資料を公正取引委員会に提出する必要があります（提出方法は、前記問２の答１のとおりです。）。

[bookmark: _Hlk9947540]問５　取適法第４条（発注内容等の明示義務）違反又は同法第７条（書類等の作成・保存義務）違反も自発的申出の対象になりますか。
答　取適法第４条違反又は同法第７条違反も自発的申出を受け付けております。

問６　自発的申出の制度は義務なのですか。
答　自発的申出の制度は義務という性質ではなく、委託事業者の法令遵守を促す観点から取り扱われており、委託事業者の判断に依拠します。


問７　自発的申出を行うと、勧告を受けることはないのですか。
答　自発的申出について調査を行った結果、その要件を満たしていると認められた場合には勧告を行わないことになります。

２　「下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて」における各要件について
　(1) 要件１について
問８　自発的申出の要件として、「１　公正取引委員会が違反行為に係る調査に着手する前に、当該違反行為を自発的に申し出ている。」とありますが、ここでいう「調査に着手」とは、いつの時点をいうのですか。
答　「調査に着手」とは、委託事業者に調査実施の連絡を行った時点になります。

[bookmark: _Hlk7013894]問９　自発的申出の要件として、「１　公正取引委員会が違反行為に係る調査に着手する前に、当該違反行為を自発的に申し出ている。」とありますが、ここでいう「調査」には、定期書面調査は含まれますか。
答　定期書面調査は、ここでいう「調査」には含まれません。

問10　自発的申出を行った場合、いつの時点で申出を行ったことになりますか。
答　公正取引委員会が担当となる自発的申出については、公正取引委員会が自発的申出書を受け付けた時に申出を行ったことになります。

　(2) 要件２について
[bookmark: _Hlk7018420]問11　自発的申出の要件として、「２　当該違反行為を既に取りやめている。」とありますが、申出を行う際には、当該違反行為を取りやめていなければなりませんか。
答　自発的申出を行う際には、当該違反行為を取りやめていなければなりません。

　(3) 要件3について
問12　自発的申出の要件として、「３　当該違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置を既に講じている。」とありますが、不利益回復措置とは、どのようなことを行えばよいのですか。
答　例えば、取適法第５条第１項第２号（支払遅延）の規定に違反している場合には、当該遅延した代金及び同法第６条第１項の規定による遅延利息を支払うことであり、同法第５条第１項第３号（減額）の規定に違反している場合には、当該減じていた額及び同法第６条第２項の規定による遅延利息を支払うことです。
　　なお、他の規定に違反している場合の不利益回復措置については、「中小受託取引適正化法テキスト」に記載されている原状回復措置（令和７年１１月版では１１７頁～１１８頁）を参照してください。


問13　支払遅延又は減額による遅延利息は、どのように計算すればよいのですか。
答　遅延利息の計算は、遅延した代金又は減じた額を基に、該当日数と年率14.6％でもって行い、その額を算出します。該当日数は、受領日（※）から法定の60日間を除くなど違反の実態に即して算出することになりますが、詳細は次に添付しているチェック表（「まず初めに」その２の再掲）の記載要領を御覧ください。
　※　委託事業者が中小受託事業者から物品等又は情報成果物を受領した日であり、役務提供委託又は特定運送委託の場合は、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日です。遅延利息の計算は、チェック表を用いて計算して疎明資料として活用するようにしてください。



問14　自発的申出の要件として、「３　当該違反行為によって下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置を既に講じている。」とありますが、中小受託事業者との関係などで支払が遅れることもあります。その場合でも、全ての支払が完了した後に申し出なければなりませんか。
答　自発的申出は、その要件を満たしている場合に自発的申出として取り扱うものですが、例えば、不利益回復措置を講じるのに中小受託事業者との関係で長期間を要するなど、委託事業者の法令遵守を促す観点に反しない理由で要件の一部が充足できず自発的申出を行えない場合には、不利益回復措置を含め予定している自発的申出の内容、充足できていない要件及びその理由を書面に記載して、疎明資料とともに提出・御相談ください。

　(4) 要件４について
問15　自発的申出の要件として、「４　当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることとしている。」とありますが、再発防止策としては、どのようなことを行えばよいのですか。
答　例えば、今後同様の行為を行わない旨の取締役会での決議、自社の役員及び従業員への周知徹底、中小受託事業者に対する周知、取適法違反を起こさないよう研修を実施するなどの社内教育の徹底、再発防止のための社内システムの改善、社内研修などを行うことが考えられます。

[bookmark: _Hlk9007243]問16　自発的申出の要件として、「４　当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることとしている。」とありますが、再発防止策に係る全ての行為が完了していなければ、自発的申出を行えませんか。
答　当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講じることを予定していれば、提出していただいても構いませんが、予定している再発防止策及び実施時期を自発的申出書に記載して提出してください。
以上
2
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【チェック表】遅延利息.xlsx
支払遅延記入要領

																令和　　年　　月　　日　 レイワ ネン ツキ ヒ

		　   公正取引委員会事務総局　取引部取引適正化調査室　殿 コウセイ トリヒキ イインカイ ジム ソウ キョク トリヒキ ブ トリヒキ テキセイカ チョウサ シツ ドノ



										会　　　社　　　名 カイ シャ メイ

										　作成責任者（役職・氏名） サクセイ セキニンシャ ヤクショク シメイ



		支払状況チェック表 シハライ ジョウキョウ ヒョウ



		社内チェック実施期間　：　令和７年１月 ～ 令和７年１２月 シャナイ ジッシ キカン レイワ レイワ

		中小受託事業者名 チュウショウ ジュタク		発注品番・発注品名		受領年月日		法定（６０日）		実際の		遅延日数		製造委託等代金の額 セイゾウ イタク トウ ダイキン		遅延利息額		遅延した理由 チエン

								支払年月日		支払年月日		（A）		（B）		(B)×(A)×年14.6％（遅延日数に応じる） ネン チエン ニッスウ オウ

		○○工業株式会社 コウギョウ カブシキガイシャ		AX-3100		7/21/25		9/18/25		9/30/25		12日		100,000円		480円		毎月20日納品締切、翌月末日支払の支払制度を採っていたため マイツキ ニチ ノウヒン シメキリ ヨクゲツ マツジツ シハライ シハライ セイド ト

																

																

																

																

		※　支払状況チェック表（以下「チェック表」といいます。）は、下請法改正の前後を問わず取適法の用語を用いています。
【記入要領】
・社内チェック実施期間は、自発的申出に当たり貴社が実施された社内調査において、調査の対象とされた取引の期間を記入してください。
・支払遅延用と減額用で提出用書式が異なりますので、両方ある場合には取引ごとに分けてそれぞれの提出様式に記入してください。
・チェック表の各項目にしたがって、事業者名等漏れなく記載してください。計算式が入っている欄は入力不要です。また、「製造委託等代金の額」の欄には消費税を含んだ額を記入してください。
・例えば、「製造委託等代金の額」を誤って分割して支払ってしまったなど、この提出用様式に当てはまらない不利益回復措置を講じた場合には、別途御相談ください。

【記入上の注意】
１　物品等を受領した日（委託事業者が中小受託事業者から物品等又は情報成果物を受領した日であり、役務提供委託又は特定運送委託の場合は、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日です。以下同じ。）から起算して、実際の支払日までの期間が６０日を超えている事例を伝票等から個々に抽出する。
２　「受領年月日」の欄は、中小受託事業者から当該発注に係る物品等を受領した日を記入する。
３　「実際の支払年月日」は、当該給付に対する製造委託等代金を実際に支払った日を記入する。 シハラ ジョウキョウ ヒョウ イカ ヒョウ シタウケホウ ヨウゴ モチ キニュウ ヨウリョウ シャナイ ジッシ キカン ジハツテキ モウシデ ア キシャ ジッシ シャナイ チョウサ チョウサ タイショウ トリヒキ キカン キニュウ シハラ チエン ヨウ ゲンガク ヨウ テイシュツ ヨウ ショシキ コト リョウホウ バアイ トリヒキ ワ テイシュツ ヨウシキ キニュウ ヒョウ カク コウモク ジギョウシャメイ トウ モ キサイ ケイサン シキ ハイ ラン ニュウリョク フヨウ ラン ショウヒゼイ フク ガク キニュウ タト アヤマ ブンカツ シハラ テイシュツ ヨウ ヨウシキ ア フリエキ カイフク ソチ コウ バアイ ベット ゴソウダン

		




計算式が入っています。

消費税を含んだ額で記入



提出用書式（支払遅延用）

																令和　　年　　月　　日　 レイワ ネン ツキ ヒ

		　   公正取引委員会事務総局　取引部取引適正化調査室　殿 コウセイ トリヒキ イインカイ ジム ソウ キョク トリヒキ ブ トリヒキ テキセイカ チョウサ シツ ドノ



										会　　　社　　　名 カイ シャ メイ

										　作成責任者（役職・氏名） サクセイ セキニンシャ ヤクショク シメイ



		支払状況チェック表 シハライ ジョウキョウ ヒョウ



		社内チェック実施期間　： 　 年  月 ～     年  月 シャナイ ジッシ キカン ネン ネン

		中小受託事業者名 チュウショウ ジュタク		発注品番・発注品名		受領年月日		法定（６０日）		実際の		遅延日数		製造委託等代金の額 セイゾウ イタク トウ ダイキン		遅延利息額		遅延した理由 チエン

								支払年月日		支払年月日		（A）		（B）		(B)×(A)×年14.6％（遅延日数に応じる） ネン チエン ニッスウ オウ

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																





減額記入要領 

																				令和　　年　　月　　日　 レイワ ネン ツキ ヒ

		　   公正取引委員会事務総局　取引部取引適正化調査室　殿 コウセイ トリヒキ イインカイ ジム ソウ キョク トリヒキ ブ トリヒキ テキセイカ チョウサ シツ ドノ



												会　　　社　　　名 カイ シャ メイ

												　作成責任者（役職・氏名） サクセイ セキニンシャ ヤクショク シメイ



		支払状況チェック表 シハライ ジョウキョウ ヒョウ



		社内チェック実施期間　：　令和７年１月 ～ 令和７年１２月 シャナイ ジッシ キカン レイワ レイワ

		中小受託事業者名 チュウショウ ジュタク		発注品番・発注品名		製造委託等代金の額 セイゾウ イタク トウ ダイキン ガク		受領年月日		法定（６０日）		代金を減額して支払った日 ダイキン ゲンガク シハラ ニチ		減じた額（不足額）を支払った日 ゲン ガク フソクガク シハラ ニチ		遅延日数		減じた額
（不足額） ゲン ガク フソク ガク		遅延利息額		減額した理由 ゲンガク

										支払年月日						（A）		（B）		(B)×(A)×年14.6％（遅延日数に応じる） ネン チエン ニッスウ オウ

		××工業株式会社　 コウギョウ カブシキ カイシャ		AT-1001		¥1,100,000		7/27/25		9/24/25		9/30/25		10/31/25		32日		110,000円		1,408円		製造委託等代金から基本割戻金を差し引いていたため。 セイゾウ イタク トウ ダイキン キホン ワ モド キン サ ヒ

		△△工業株式会社 コウギョウ カブシキ カイシャ		AT-1002		¥1,100,000		11/10/25		1/8/26		11/30/25		2/28/26		51日		110,000円		2,244円		製造委託等代金から販売協力金をキックバックしてもらったため。 セイゾウ イタク トウ ダイキン ハンバイ キョウリョク キン

																				

																				

																				

																				

		※　支払状況チェック表（以下「チェック表」といいます。）は、下請法改正の前後を問わず取適法の用語を用いています。
【記入要領】
・社内チェック実施期間は、自発的申出に当たり貴社が実施された社内調査において、調査の対象とされた取引の期間を記入してください。
・支払遅延用と減額用で提出用書式が異なりますので、両方ある場合には取引ごとに分けてそれぞれの提出様式に記入してください。
・チェック表の各項目にしたがって、事業者名等漏れなく記載してください。計算式が入っている欄は入力不要です。また、「減じた額（不足額）」の欄には　消費税を含んだ額を記入してください。
・例えば、「減じた額（不足額）」を誤って分割して支払ってしまったなど、この提出用様式に当てはまらない不利益回復措置を講じた場合には、別途御相談ください。

【記入上の注意】
１　製造委託等代金に対して減額して支払った事例を伝票等から個々に抽出する。
２　「受領年月日」の欄は、中小受託事業者から当該発注に係る物品等を受領した日を記入する。
３　「代金を減額して支払った日」の欄は、製造委託等代金を減額して支払った日を記入する。
４　「減じた額（不足額）を支払った日」の欄は、減じた額（不足額）を支払った日を記入する。 シハラ ジョウキョウ ヒョウ イカ ヒョウ シタウケホウ ヨウゴ モチ キニュウ ヨウリョウ シャナイ ジッシ キカン ジハツテキ モウシデ ア キシャ ジッシ シャナイ チョウサ チョウサ タイショウ トリヒキ キカン キニュウ シハラ チエン ヨウ ゲンガク ヨウ テイシュツ ヨウ ショシキ コト リョウホウ バアイ トリヒキ ワ テイシュツ ヨウシキ キニュウ ヒョウ カク コウモク ジギョウシャメイ トウ モ キサイ ケイサン シキ ハイ ラン ニュウリョク フヨウ フソクガク ラン ショウヒゼイ フク ガク キニュウ タト フソク ガク アヤマ ブンカツ シハラ テイシュツ ヨウ ヨウシキ ア フリエキ カイフク ソチ コウ バアイ ベット ゴソウダン ダイキン ゲンガク シハラ セイゾウ ゲン ガク フソクガク シハラ ラン タ ガク



計算式が入っています。

消費税を含んだ額で記入



提出用書式（減額用）

																				令和　　年　　月　　日　 レイワ ネン ツキ ヒ

		　   公正取引委員会事務総局　取引部取引適正化調査室　殿 コウセイ トリヒキ イインカイ ジム ソウ キョク トリヒキ ブ トリヒキ テキセイカ チョウサ シツ ドノ



												会　　　社　　　名 カイ シャ メイ

												　作成責任者（役職・氏名） サクセイ セキニンシャ ヤクショク シメイ



		支払状況チェック表 シハライ ジョウキョウ ヒョウ



		社内チェック実施期間　：　年　月 ～ 　年　月 シャナイ ジッシ キカン ネン ネン

		中小受託事業者名 チュウショウ ジュタク		発注品番・発注品名		製造委託等代金の額 セイゾウ イタク トウ ダイキン ガク		受領年月日		法定（６０日）		代金を減額して支払った日 ダイキン ゲンガク シハラ ニチ		減じた額（不足額）を支払った日 ゲン ガク フソクガク シハラ ニチ		遅延日数		減じた額
（不足額） ゲン ガク フソク ガク		遅延利息額		減額した理由 ゲンガク

										支払年月日						（A）		（B）		(B)×(A)×年14.6％（遅延日数に応じる） ネン チエン ニッスウ オウ

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				






【チェック表】遅延利息.xlsx
支払遅延記入要領

																令和　　年　　月　　日　 レイワ ネン ツキ ヒ

		　   公正取引委員会事務総局　取引部取引適正化調査室　殿 コウセイ トリヒキ イインカイ ジム ソウ キョク トリヒキ ブ トリヒキ テキセイカ チョウサ シツ ドノ



										会　　　社　　　名 カイ シャ メイ

										　作成責任者（役職・氏名） サクセイ セキニンシャ ヤクショク シメイ



		支払状況チェック表 シハライ ジョウキョウ ヒョウ



		社内チェック実施期間　：　令和７年１月 ～ 令和７年１２月 シャナイ ジッシ キカン レイワ レイワ

		中小受託事業者名 チュウショウ ジュタク		発注品番・発注品名		受領年月日		法定（６０日）		実際の		遅延日数		製造委託等代金の額 セイゾウ イタク トウ ダイキン		遅延利息額		遅延した理由 チエン

								支払年月日		支払年月日		（A）		（B）		(B)×(A)×年14.6％（遅延日数に応じる） ネン チエン ニッスウ オウ

		○○工業株式会社 コウギョウ カブシキガイシャ		AX-3100		7/21/25		9/18/25		9/30/25		12日		100,000円		480円		毎月20日納品締切、翌月末日支払の支払制度を採っていたため マイツキ ニチ ノウヒン シメキリ ヨクゲツ マツジツ シハライ シハライ セイド ト

																

																

																

																

		※　支払状況チェック表（以下「チェック表」といいます。）は、下請法改正の前後を問わず取適法の用語を用いています。
【記入要領】
・社内チェック実施期間は、自発的申出に当たり貴社が実施された社内調査において、調査の対象とされた取引の期間を記入してください。
・支払遅延用と減額用で提出用書式が異なりますので、両方ある場合には取引ごとに分けてそれぞれの提出様式に記入してください。
・チェック表の各項目にしたがって、事業者名等漏れなく記載してください。計算式が入っている欄は入力不要です。また、「製造委託等代金の額」の欄には消費税を含んだ額を記入してください。
・例えば、「製造委託等代金の額」を誤って分割して支払ってしまったなど、この提出用様式に当てはまらない不利益回復措置を講じた場合には、別途御相談ください。

【記入上の注意】
１　物品等を受領した日（委託事業者が中小受託事業者から物品等又は情報成果物を受領した日であり、役務提供委託又は特定運送委託の場合は、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日です。以下同じ。）から起算して、実際の支払日までの期間が６０日を超えている事例を伝票等から個々に抽出する。
２　「受領年月日」の欄は、中小受託事業者から当該発注に係る物品等を受領した日を記入する。
３　「実際の支払年月日」は、当該給付に対する製造委託等代金を実際に支払った日を記入する。 シハラ ジョウキョウ ヒョウ イカ ヒョウ シタウケホウ ヨウゴ モチ キニュウ ヨウリョウ シャナイ ジッシ キカン ジハツテキ モウシデ ア キシャ ジッシ シャナイ チョウサ チョウサ タイショウ トリヒキ キカン キニュウ シハラ チエン ヨウ ゲンガク ヨウ テイシュツ ヨウ ショシキ コト リョウホウ バアイ トリヒキ ワ テイシュツ ヨウシキ キニュウ ヒョウ カク コウモク ジギョウシャメイ トウ モ キサイ ケイサン シキ ハイ ラン ニュウリョク フヨウ ラン ショウヒゼイ フク ガク キニュウ タト アヤマ ブンカツ シハラ テイシュツ ヨウ ヨウシキ ア フリエキ カイフク ソチ コウ バアイ ベット ゴソウダン

		




計算式が入っています。

消費税を含んだ額で記入



提出用書式（支払遅延用）

																令和　　年　　月　　日　 レイワ ネン ツキ ヒ

		　   公正取引委員会事務総局　取引部取引適正化調査室　殿 コウセイ トリヒキ イインカイ ジム ソウ キョク トリヒキ ブ トリヒキ テキセイカ チョウサ シツ ドノ



										会　　　社　　　名 カイ シャ メイ

										　作成責任者（役職・氏名） サクセイ セキニンシャ ヤクショク シメイ



		支払状況チェック表 シハライ ジョウキョウ ヒョウ



		社内チェック実施期間　： 　 年  月 ～     年  月 シャナイ ジッシ キカン ネン ネン

		中小受託事業者名 チュウショウ ジュタク		発注品番・発注品名		受領年月日		法定（６０日）		実際の		遅延日数		製造委託等代金の額 セイゾウ イタク トウ ダイキン		遅延利息額		遅延した理由 チエン

								支払年月日		支払年月日		（A）		（B）		(B)×(A)×年14.6％（遅延日数に応じる） ネン チエン ニッスウ オウ

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																

																





減額記入要領 

																				令和　　年　　月　　日　 レイワ ネン ツキ ヒ

		　   公正取引委員会事務総局　取引部取引適正化調査室　殿 コウセイ トリヒキ イインカイ ジム ソウ キョク トリヒキ ブ トリヒキ テキセイカ チョウサ シツ ドノ



												会　　　社　　　名 カイ シャ メイ

												　作成責任者（役職・氏名） サクセイ セキニンシャ ヤクショク シメイ



		支払状況チェック表 シハライ ジョウキョウ ヒョウ



		社内チェック実施期間　：　令和７年１月 ～ 令和７年１２月 シャナイ ジッシ キカン レイワ レイワ

		中小受託事業者名 チュウショウ ジュタク		発注品番・発注品名		製造委託等代金の額 セイゾウ イタク トウ ダイキン ガク		受領年月日		法定（６０日）		代金を減額して支払った日 ダイキン ゲンガク シハラ ニチ		減じた額（不足額）を支払った日 ゲン ガク フソクガク シハラ ニチ		遅延日数		減じた額
（不足額） ゲン ガク フソク ガク		遅延利息額		減額した理由 ゲンガク

										支払年月日						（A）		（B）		(B)×(A)×年14.6％（遅延日数に応じる） ネン チエン ニッスウ オウ

		××工業株式会社　 コウギョウ カブシキ カイシャ		AT-1001		¥1,100,000		7/27/25		9/24/25		9/30/25		10/31/25		32日		110,000円		1,408円		製造委託等代金から基本割戻金を差し引いていたため。 セイゾウ イタク トウ ダイキン キホン ワ モド キン サ ヒ

		△△工業株式会社 コウギョウ カブシキ カイシャ		AT-1002		¥1,100,000		11/10/25		1/8/26		11/30/25		2/28/26		51日		110,000円		2,244円		製造委託等代金から販売協力金をキックバックしてもらったため。 セイゾウ イタク トウ ダイキン ハンバイ キョウリョク キン

																				

																				

																				

																				

		※　支払状況チェック表（以下「チェック表」といいます。）は、下請法改正の前後を問わず取適法の用語を用いています。
【記入要領】
・社内チェック実施期間は、自発的申出に当たり貴社が実施された社内調査において、調査の対象とされた取引の期間を記入してください。
・支払遅延用と減額用で提出用書式が異なりますので、両方ある場合には取引ごとに分けてそれぞれの提出様式に記入してください。
・チェック表の各項目にしたがって、事業者名等漏れなく記載してください。計算式が入っている欄は入力不要です。また、「減じた額（不足額）」の欄には　消費税を含んだ額を記入してください。
・例えば、「減じた額（不足額）」を誤って分割して支払ってしまったなど、この提出用様式に当てはまらない不利益回復措置を講じた場合には、別途御相談ください。

【記入上の注意】
１　製造委託等代金に対して減額して支払った事例を伝票等から個々に抽出する。
２　「受領年月日」の欄は、中小受託事業者から当該発注に係る物品等を受領した日を記入する。
３　「代金を減額して支払った日」の欄は、製造委託等代金を減額して支払った日を記入する。
４　「減じた額（不足額）を支払った日」の欄は、減じた額（不足額）を支払った日を記入する。 シハラ ジョウキョウ ヒョウ イカ ヒョウ シタウケホウ ヨウゴ モチ キニュウ ヨウリョウ シャナイ ジッシ キカン ジハツテキ モウシデ ア キシャ ジッシ シャナイ チョウサ チョウサ タイショウ トリヒキ キカン キニュウ シハラ チエン ヨウ ゲンガク ヨウ テイシュツ ヨウ ショシキ コト リョウホウ バアイ トリヒキ ワ テイシュツ ヨウシキ キニュウ ヒョウ カク コウモク ジギョウシャメイ トウ モ キサイ ケイサン シキ ハイ ラン ニュウリョク フヨウ フソクガク ラン ショウヒゼイ フク ガク キニュウ タト フソク ガク アヤマ ブンカツ シハラ テイシュツ ヨウ ヨウシキ ア フリエキ カイフク ソチ コウ バアイ ベット ゴソウダン ダイキン ゲンガク シハラ セイゾウ ゲン ガク フソクガク シハラ ラン タ ガク



計算式が入っています。

消費税を含んだ額で記入



提出用書式（減額用）

																				令和　　年　　月　　日　 レイワ ネン ツキ ヒ

		　   公正取引委員会事務総局　取引部取引適正化調査室　殿 コウセイ トリヒキ イインカイ ジム ソウ キョク トリヒキ ブ トリヒキ テキセイカ チョウサ シツ ドノ



												会　　　社　　　名 カイ シャ メイ

												　作成責任者（役職・氏名） サクセイ セキニンシャ ヤクショク シメイ



		支払状況チェック表 シハライ ジョウキョウ ヒョウ



		社内チェック実施期間　：　年　月 ～ 　年　月 シャナイ ジッシ キカン ネン ネン

		中小受託事業者名 チュウショウ ジュタク		発注品番・発注品名		製造委託等代金の額 セイゾウ イタク トウ ダイキン ガク		受領年月日		法定（６０日）		代金を減額して支払った日 ダイキン ゲンガク シハラ ニチ		減じた額（不足額）を支払った日 ゲン ガク フソクガク シハラ ニチ		遅延日数		減じた額
（不足額） ゲン ガク フソク ガク		遅延利息額		減額した理由 ゲンガク

										支払年月日						（A）		（B）		(B)×(A)×年14.6％（遅延日数に応じる） ネン チエン ニッスウ オウ

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				






